
 1 

第１回「革新的なエネルギー技術の国際共同研究開発事業」 

研究資金制度プログラム 中間評価検討会 

議事録 

 

１．日 時  平成２９年１２月８日（金） １０：００～１２：００ 

２．場 所  経済産業省別館６階６２８会議室 

３．出席者   

  （検討会委員）［敬称略・五十音順、※は座長］ 

    池谷 知彦   電力中央研究所 材料科学研究所 研究参事 

    井上 剛良   東京工業大学 工学院 教授 

 ※角南 篤    政策研究大学院大学 教授 

    府川 伊三郎  旭リサーチセンター シニアリサーチャー 

    本藤 祐樹   横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 

  （研究開発実施者） 

    小林 哲彦   産業技術総合研究所 理事 

    小原 春彦   産業技術総合研究所  

エネルギー環境領域 研究戦略部 部長 

    原市 聡    産業技術総合研究所  

エレクトロニクス製造領域 研究戦略部 部長 

    伊藤 利充   産業技術総合研究所  

電子光技術研究部門 上級主任研究員 

    真部 高明   産業技術総合研究所  

先進コーティング技術研究センター チーム長 

    乾  将行   地球環境産業技術研究機構 

            バイオ研究グループ グループリーダー 

    岡田 至崇   東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

久保 貴哉   東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授 

    松本 広重   九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 教授 

  （事務局） 

    産業技術環境局国際室 

          室長   伊藤 隆庸 

          課長補佐 坂本 紀代美 

          係員   藤田 ひかる 

  （評価推進課） 

    産業技術環境局技術評価室 

 課長補佐 松島 隆男 

 

４．配布資料 

  資料１   評価検討会委員名簿 

  資料２   研究開発評価に係る委員会等の公開について 

資料３   経済産業省における研究開発評価について 

  資料４   評価方法（案） 

  資料５   「革新的なエネルギー技術の国際共同研究開発事業」研究資金制度プログ

ラムの概要 
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  資料６   評価用資料 

  資料７   技術評価結果報告書の構成（案） 

  資料８   評価コメント票 

 

  参考資料１ 経済産業省技術評価指針 

  参考資料２ 経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準 

参考資料３ 平成２６年度事前技術評価書 

参考資料４ 補足資料 

 

５．議事 

（１）開会 

事務局から、出席委員・事務局・オブザーバーの紹介が行われた。 

  委員の互選によって、角南委員が本検討会の座長に選出された。 

 

（２）評価検討会の公開について 

  事務局から、評価検討会の公開について説明がなされた後、本評価検討会について、会

議、配付資料、議事録及び議事要旨を公開とすることが了承された。 

 

（３）評価の方法等について 

  事務局から、資料３、４、８により、評価の方法等について説明がなされ、以下の質疑

応答の後、了承された。 

【角南座長】 

ありがとうございました。 

ただ今の説明に対して、ご意見・ご質問等がございましたらお願いします  

【角南座長】＜質疑＞ 

では、ちょっと私から１つ。研究開発プログラムの研究資金制度プログラムが今回対象

ということなのですが、６つの項目の中の３つ目で「当省（国）が実施することの必要性」

というのがあるのですけれども、国というのと当省というようなところはどういうふうに

整理したらいいのかなと思っているのですけれどもおります。これは国の事業として妥当

性がある事業だというふうな判断をするのか、当省ということですからよその省と比較し

てという、いろいろなプログラムがある中で、これは経済産業省さんがやられる事業とし

て妥当であるという、そういう形で整理をしたらいいのか。（国）というのが入っている

ので、両方の意見をいえばいいということですしょうか。 

【事務局】＜応答＞  

こちらは、ちょっとわかりにくい表現で恐縮ですけれども、日本国政府というふうにお

考えいただければと思います。オールガバメントという考え方でお願いできればと思いま

す。 

【角南座長】 

それでは、評価方法については、基本的に事務局の提案に沿って進めていくこととしま

す。 

 

（４）制度の概要について 

  事務局から、資料５、６、参考資料４により、革新的なエネルギー技術の国際共同研究
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開発事業制度の概要について説明があり、以下の質疑応答がなされた。 

【角南座長】 

ありがとうございました。では、ご説明いただきました「プロジェクトの概要」につい

て、ご意見・ご質問等がございましたら、お願いします。 

【府川委員】＜質疑＞ 

１つ費用対効果の件で質問したいのですが、本事業の予想は４．２件/億円、日本全体

ですと１．８件/億円とあるのですが、私は大学とか国の研究所の予算の仕組みはよくわ

からないのですが、本事業の場合は、国研とか大学がある程度労務費、人件費等は既にも

っていて、そこに本事業費をプラスアルファでもらって研究して成果を出すことになると

思います。日本の科学技術指標というものは、恐らく大学とか国研の労務費も全部入った

形でやっているのではないかという感じがするのですが、詳細、私も知りませんが、この

辺はどうなのでしょうか。 

【事務局】 ＜応答＞ 

そのあたりは、こちらはデータをそのままお使いさせていただいたので、詳細なところ

は、ちょっと我々のほうでもどこまで含まれているのか。今いったように、もともとの人

件費、そちらの人件費まで含まれているかどうかというところは現時点で承知をしており

ませんが、あくまで指標といいますか、大まかな費用対効果をご説明させていただいてい

ますので、厳密に細かな予算の内訳等をチェックしておりません。 

したがって、件数の計算に当たっては、こういうような全体の費用対効果と比べて、そ

れほど逆に劣っていないといいますか、そういうようにお考えいただければいいのかなと

いうふうには思ってございます。 

【府川委員】＜発言＞ 

そこはベースが、片方は全部の給与とか建物費用とかが入っていて、片方はプラスアル

ファで入ってきた研究費だと、ちょっと差は出るのではないかという意見が出ますので、

何か適当なファクターを使ったほうが、説得性があるような感じがします。 

【角南座長】＜質疑＞ 

ありがとうございます。日本の研究開発費総額 18兆 9,713億円ですよね、2014年実績。

だから、ほとんどは民間企業の研究開発投資が含まれているという理解だと思うのです。

上のほうは国の事業の費用対効果ですよね。ですから、この辺も細かくいえば、特許と論

文の数が一緒に合わさった分が成果という本当にラフな指標になっているので、ここは議

論し始めると本当に大変な整理になっているかなということだと思うのですね。ですから、

費用対効果のところをどういうふうに考えるかというのは、かなり意見が分かれる可能性

は、このデータ自体をみているとあると思うのですけど、どういうふうにしますかね。こ

こで意見、考え方を統一させるというのも結構困難な感じはするのですが。 

【事務局】 ＜応答＞ 

今、座長がおっしゃるとおり、詳細なところをどんどん詰めていくと、これは入れたほ

うがいいのか、これは入れないほうがいいのかという話になって、そこまで逆に我々も全

てのデータをもっているわけではないので、ここは、大変恐縮なのですけど、一つの指標

として表現させていただいたと。本制度が全体的に余り非効率になっているわけではない

ということのご説明を差し上げたかったので、この数字をみて、具体的に例えば２倍ぐら

いの効果があるのかといわれると、そこまであるかどうかの検証はさすがにできてはいな

いというような状況でございます。 

ただ、いずれにしても我々としては、しっかりこの論文数とか特許出願数については、

できるだけ多くの査読論文数とか特許の出願数というものをふやしていただきたいとい
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うことで、各事業者さんにはその旨を伝えながら事業の管理をしていきたいというふうに

思っております。 

【角南座長】＜質疑＞ 

ありがとうございます。むしろ今おっしゃっていただいたみたいに、ステージゲート的

に、あるフェーズごとに成果をしっかり個別案件ごとにみていくというシステムをとって

いるということのほうが、全体のこういうデータでの費用対効果よりは説得力があるのか

なという感じはしますので、多分この費用対効果のところについては、大学が受けている

ものと産総研さんがやられているものとはかなり費用の見方が違ってくると思うのです

ね。我々の大学の場合は人件費とか教育とかいろいろ入っていますので、その辺のところ

は個別にみていただいてご判断いただくということですかね。 

【事務局】 ＜応答＞ 

それで、ご参考までになのですけれども、実は先ほど細かな説明は省いてしまったので

すが、参考資料４の１７ページ以降なのですが、こちらに「成果の内訳」ということで、

各個別の事業ごとに査読論文の数と特許等の件数の数を整理してございます。こういう現

状までの成果をごらんになり、例えばステージゲートのときに審査をしていただきながら、

余り成果として出ていないものについてはできるだけ多く出していただくように、我々の

ほうとしても事業の管理をしていきたいというふうに思っております。 

 

【池谷委員】＜質疑＞ 

今の質疑に関連しまして、例えば査読論文とか、せっかく共同でやっているということ

で向こうとの共同論文とか、もしくは日本人ではなくて向こうの方が主で出されている論

文とかの数というのを少しみられたほうが、せっかくやっている国際共同ですので、日本

人だけ出しているというのもあんまりですので、というのはどうでしょうか。 

【事務局】 ＜応答＞ 

わかりました。大変具体的なご意見ありがとうございます。そういう観点も踏まえてみ

ていきたいというふうに思っております。 

【角南座長】＜質疑＞ 

ここのデータは、日本側だけのデータということになるのですか。 

【研究開発実施者】 ＜応答＞ 

 はい 

【角南座長】＜発言＞ 

向こう側の、むしろ日本側の名前が入っていない論文はカウントされていないわけです

ね。今、池谷委員の話だと、積極的に拾っていただいたほうがいいのではないかなという

ことだと思います。 

【事務局】 ＜応答＞ 

ちょっと資料の補足をさせていただきますと、評価用資料の資料６という縦紙のワード

のほうの資料なのですけれども、こちらの７ページに共著数というもので参考資料として

つけさせていただいております。参考、H27～28 の成果というところに共著数１というふ

うに書いてあるので、池谷先生ご指摘のとおり、この数字からみますと共著のほうは数が

少ないということがいえるかと思いますので、ご指摘の辺を踏まえて、国際の共同研究で

あるというところがもう少し共著の論文の数のほうにあらわれるように、こちら事業者さ

んのほうにもこれからの事業の執行でのご尽力をお願いしたいと思います。 

 

【井上委員】＜質疑＞ 
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資料６の５ページ目のアウトカムのところなのですが、短期のところのアウトカムとい

うのが、何年短縮したかという数字、５年とかになっているのですけど、これがアウトカ

ムですかね。何かちょっと違うのではないかなという気はするのですが。もちろん、この

事業の特色が、多分題目からみると革新的なエネルギー技術というのと国際共同研究とい

うところになるので、国際共同研究により進んだというところにはなるのでしょうが、そ

れよりは、革新的なエネルギー技術がこのぐらい進んだというような――このぐらい進ん

だというか、何％ぐらいというか、よくなったとかいうほうが重要なような気がするので

すが。ちょっとここは違和感があるのと、中長期のところもなのですが、論文数というの

はわかるのですが、最後、ＣＯ２が３億トン/年削減というのが 2050 年になっているので

すが、ここのところが、それぞれのご研究のところでどのくらい寄与できそうかという予

測値はあるのでしょうか。 

【事務局】 ＜応答＞ 

まず、１つ目なのですけれども、先生おっしゃるとおり、本来、例えば研究の進捗度合

いみたいなものが数字であらわせれば一番いいのですけれども、なかなか定量的にあらわ

すことが難しいということもございます。こちらでは、できるだけ指標としては定量的に

示せというような話がございまして、定量的に示すために、この制度を利用して実際の研

究が加速化されると、共同研究によって加速化されるというところが一つの目的でもござ

いますので、そちらの加速化されるというところを定量的に示すと、当初は、例えば単独

であれば１０年ぐらいかかりそうなものが５年になりましたというようなところを、こち

らとしては短期的なアウトカムというふうに設定をしております。 

それから２つ目につきましては、こちらの資料のほうに記載しておりますＣＯ２の換算

量というものは、各事業者さんが目標としているものを積み上げて掲載をしております。

当然推定の置き方によって大分数字が――これは先生方よくご案内？？だと思うのです

けれども、どうしても精緻な予測というのが難しいので、個々のプロジェクトの数字とい

うのは、今こちらの資料には載せてはいないのですけど、各事業者さんが目標とされてい

るものを積み重ねた結果、今この数字を目標値とすることにしております。 

【井上委員】＜質疑＞ 

短期のほうでいいますと、それぞれのご研究に関しては、何％程度改善されたとかとい

うのが出てきているのがほとんどだと思うのですね。革新的という限りは、数％よくなっ

たとか１０％程度ではなくて、倍ぐらいよくなったとか、そこまでいうと経費も非常に求

めるのが高くなってしまうかもしれません、そういうところがあるのだと思うので、そこ

ら辺のところに対してどのくらいまで進んでいるとかというのは、書いていただけるので

はないかなという気はするのですけど。 

中長期のほうでいいますと、私がこの資料を読ませていただいて一番よくわからなかっ

たのが、資料６の６ページ目のところに「エネルギー・環境イノベーション戦略」という

のが書かれていて、これのそれぞれのご研究は成果を出されているのですが、これのどこ

に対応して、我が国としては、どこのところでＣＯ２の削減のこういうのができるのだと

考えているのかというところ、まとめて全部のところとかの対応がよくわからなかったの

です。 

 例えば、ソーラーセルに関する研究もいくつかあるのですが、それらの削減量は排他

的なのか、全部足し合せていっていいのか、そういうこの事業としての総合的な貢献がよ

くわからなかった。その結果を踏まえて今後は国としてどこに力を入れていって、どの程

度可能性がありそうなのかということがあまり見えないと思います。そういうふうに思っ

てここの中長期のアウトカムをみせていただくと、ざっくり目標３億トンというのはある
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のですが、どこの部分でこれぐらいでというのが知りたいなという気はする。 

【事務局】 ＜応答＞ 

まず、井上先生から今１点目にご指摘をいただきました、それぞれのプロジェクトで大

体どれぐらいまで進んでいますかというところについては、どこまで精緻な数字が出せる

かというところは、個々の事業者さんにもご協力をいただかなければいけないことですの

で、持ち帰って、できるところ、どこまで程度だったらできますかというところで、記載

方法について各事業者さんの事情を伺いながら検討をさせていただきたいと思います。 

２点目は、エネ・環イノベ戦略と我々の中では短縮で呼んでいるシステム決定で、こち

らの分野というものが決まっております。我々としては、政府全体としてこの部分の技術

が有望だということで、こちらの分野に当然研究開発のお金をなるべく集中させたいとい

うふうに思ってやってはいるのですけれども、当然のことながら、個々の分野の中で技術

としてどこぐらいまで製品化されて広がっていきますかという普及のところまで考える

と、この技術が例えばどれぐらい寄与しますかというところを出すのが、現実な指標とし

てなかなか出せないなというふうには感じております。そこがうまく寄与度みたいな形で

出せれば、もう少し説得力があるかなと思うのですけれども、現状としては、各分野でど

こでというところについては、このエネ・環イノベ戦略の中では明確には定められていな

いと思います。 

【井上委員】＜質疑＞ 

個々のご研究をされている方々はできないと思うのですね。全部合わせてどのくらい貢

献しているのかというのは多分できるのは国しかできないのではないでしょうか。それは、

どこもやりようがないのでしょうかね、このプログラムで。各研究を集めたようなものに

なっていますから。 

【事務局】 ＜応答＞ 

実際、内閣府・ＣＳＴＩ全体でご検討いただいた結果になっていますので、もしかしす

ると検討の過程でそういった議論はあったのかもしれません。ちょっとこの辺は確認をさ

せていただきたいと思います。 

 

【本藤委員】＜質疑＞ 

今の事業アウトカムに関連してです。特にこのスライド７、中長期アウトカムって非常

に難しいとは思います。それは重々承知しているのですが、ちょっと気になるのが例えば

事業アウトカム。スライドの７番で事業アウトカム②、中長期アウトカムで 2050 年の日

本のＣＯ２削減量３億トン削減とありますよね。今はいいのですけれども、終了時点で達

成状況を、達成されているかどうかというのを書かなきゃいけないわけですよね。ところ

が、2050 年の３億トンというのは達成されているかどうかわからないと。そうすると、ど

ういうふうに終了時点で達成状況を書くのかなというのはちょっと疑問に思ったのです

が、何かお考えがあれば教えていただけますか。 

【事務局】 ＜応答＞ 

鋭いご指摘をありがとうございます。我々もそこは非常に悩みながらアウトカムの指標

として考えて、どうしても制度評価、政策評価の前提として、とにかく定量的に書くとい

うことが義務づけられているので、若干苦肉の策で我々としても悩みながらこの指標は設

定しているのですけれども、2050 年にＣＯ２を削減するという観点で考えましたときに、

製品の普及、メーカーさんのほうでそういった製品につなげていただく、それが世の中に

広まっている時間軸というところも考慮しなければいけませんので、我々としてはその時

間を、大体 2030 年ぐらいまでに基礎技術が確立していて、それが企業さんなりメーカー
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さんなりにわたって製品につながって、実際に 2050 年にＣＯ２の削減につながるという

ことで、基礎技術の確立という意味では大体 2030 年ぐらいということを今ターゲットと

して置いております。 

その前提で考えましたときに、制度の評価というところと各プロジェクトの評価という

ところは分けて考えなければいけないというふうにいわれてはいるのですけれども、まず

我々の中では、各事業者さんがそれぞれ目標としている数字をきちんと達成していただけ

たかということを、プロジェクト評価としてまず考えたいというふうに思っています。そ

の結果として、それが例えばどういった企業さんにどういう製品開発でつながるのですか

というところは、制度の評価のときに各事業者さんに伺わなければいけないと思っており

ます。 

例えば電気自動車などで考えるとわかりやすいと思うのですけれども、実際に例えばリ

チウムイオン電池の性能が上がって、電気自動車の普及台数が例えば 2030 年、40 年に何

台ぐらいになっていれば、これぐらいの原油換算で削減ができているはずであると、原油

の換算量が出れば、大体どれぐらいＣＯ２がその時点で削減できるか現在との比較という

のが出せるのではないかと思いますので、今、本藤先生からいただいたご意見は、各プロ

ジェクトで評価をいただいて、その数字でＣＯ２の数字を換算して出していくという考え

方が一つ取り得るかなと思っているのですけれども、ここは今制度を運営している我々も

悩みながらやっているところなので、もし先生方から、こういうやり方があり得るのでは

ないかというご指示がいただければ大変ありがたいなと思っております。 

【本藤委員】＜質疑＞ 

非常に難しいなと思って拝見していて、中長期アウトカムの前半のほうは、一応これは

１６件の目標値をもっていて、例えば終了時点に各プロジェクトが――審査の委員の方い

らっしゃいますよね、十分成果が出ているとなれば、これは一応技術が創出できたと、１

６件できたよ、だから達成できたよと一応いえますよね。下のほうはなかなかいえないの

で、もしかしたら、そもそもこの指標を設定すること自体が話をややこしくしてしまうの

かなと思ったのですよね。2050年時点の目標値を出しておいて、終了時点でどうやっても

達成状況はわからないですよね。 

だから、日本の将来的なＣＯ２削減量を削減することを目的でやってはいるのですけれ

ども、書き方をもう少し変えたほうがいいのかなと思いました。今すぐアイデアはないの

ですけどね。これは目標値が 2050 年のとなってしまうので、達成しているか否かも明ら

かにわからない。なので、その可能性であるとか、何か少し書き方を変えればできるのか

なと思いつつ、私もアイデアがなくて申しわけないのですけれども、ご検討いただければ

と思いました。 

【事務局】 ＜応答＞ 

ありがとうございます。この点は、引き続き我々の中でも考えていきたいと思います。

ご指摘ありがとうございます。 

【角南座長】＜発言＞ 

この事業そのものが終了した時点で、2050年までにこういうアウトカムを仮に設定した

場合に、どの辺まで来ていればいいかという、ある一つの前提条件でシミュレーションし

た結果、こういうことになる。その事業が終わったときのアウトカムのある意味でマイル

ポストというか、ここをそういう形で書いていくぐらいしか多分なくて、事業そのものの

評価としては、そのマイルポストで評価をする。達成している、達成してないというふう

に少しわかりやすく、ステージゲート的ではあるのですけれども、この時点でここ、この

時点でここというのを、ある前提を置いてやっていくしかないのかなという感じはするの
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ですね。確かに 2050 年これを目指していますといわれて評価しろといわれても、2050 年

時点での数値に責任をもたなきゃいけないので、そこはなかなか難しい評価になるのかな

という気は確かにしますね。その辺、ちょっとまた工夫していただいたらいいかなと思い

ますけれども。 

 

【池谷委員】＜質疑＞ 

話を変えまして、先ほどの海外との交流を今回はメーンにやっていますので、例えば研

究者の交流とかというので、研究員を交換で留学させたりということもやっているのかど

うか、少しお聞きいたしたいと思います。 

【研究開発実施者】 ＜応答＞ 

ＲＩＴＥでは、今、共同研究は、米国のＮＲＥＬとＰＮＮＬとフランスのＣＮＲＳと行

っています。基本的には、この費用は我々側だけに使えるという観点がありますので、我々

が向こうへ出向いて打ち合わせをするというところで使わせていただいております。今の

ところは、まだ交換で向こうに滞在とかいうところはちょっとできておりません。 

【研究開発実施者】 ＜応答＞ 

産総研です。我々のところは、全部のテーマではないのですけれども、一部は滞在をし

て共同研究を進めたりしており、中には１年近く滞在しているテーマもございます。 

【研究開発実施者】 ＜応答＞ 

東京大学でございます。昨年１２月から具体的に契約を結ばせていただいてスタートし

ておりますけれども、私どもは、日仏で大きな枠組みで共同研究をやっていたものをベー

スとして本事業を申請させていただいて、ご採択いただいたものでございます。ですので、

日仏の交流というのを大変活発にやっております。例えば、こちらから研究員が行って研

究会をやるといったようなことの費用として使わせていただいたりとか、あるいは具体的

に日本にない装置を先方に行って使うということで、もう既に今年度に入りまして１カ月

ぐらい実施しておりまして、その結果を踏まえて、また来年度、新しく２週間程度行かせ

ていただくというようなご承認もいただいたりしております。 

また、ＣＮＲＳとボルドー大学をメーンでやっておりまして、今申し上げましたのはＣ

ＮＲＳを中心としておりますけれども、ボルドー大学に関しましては、年明け早々に、１．

５カ月先方に行って太陽電池の作製をいたします。一方で、ボルドー大学からは、先方の

費用で２月から４月までこちらに来て、一緒に研究をするということになっております。 

またさらに、短期間なのですけれども、既に３～４件、１週間ぐらい東京大学先端研の

ほうに来て共同研究をしたりというふうに、本制度をご採択いただいてから、かなりその

辺が進むようになっております。 

以上でございます。 

【池谷委員】＜質疑＞ 

内規で契約、そういった研究者の交流というのが、今、日本は大分おくれている。うち

の研究所も実は余り行っていないので非常に問題になっていますので、これも一つのきっ

かけではないかと思うので、この制度の中の成果として、やはりアウトカムとしてそうい

うのも少し入れたらいいのではないかなと僕は思っています。その辺も少し入れていただ

けると、遠い将来の話しかしていないという話も今指摘あったのですけど、近場の話とい

う意味もあると思いますので、ぜひその辺は書いていただきたいと思います。 

あともう一つ、それに合わせてマネジメントのほうで、先ほど室長のほうから知財の話

が出ましたが、それについても、どういった工夫をされているかということも少し入れて

いただけると、うちの研究所もそうですけれども、今後海外でやるときのいい事例として、
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我々もそれに参考にさせていただくというような手があると思いますので、それは民間に

とっても非常にいいことなので、その辺も加筆されるといいかなと思っていますので、ぜ

ひその辺はよろしくお願いします。 

【事務局】 ＜応答＞ 

ご指摘ありがとうございます。先生のご指摘を踏まえて、少し書きぶりをつけ足しさせ

ていただきたいと思います。 

 

【角南座長】＜質疑＞ 

今の知財の件なのですが、先ほどのパワーポイントの資料で１６ページにＣＲＡＤＡに

ついて書かれていて、確かにおっしゃるとおりＣＲＡＤＡにそういう問題点があると。そ

れを補足というか克服する形で、日米の取り決めであるＩＡを活用すると。ただ、ここを

読むと、「ＩＡで規定されている『実施計画書』において知的財産権の取り扱いを定める

か、各機関において相手国機関と直接交渉し」云々と。何となく国としての責任と、ある

いは産総研さん、あるいは大学さんがしっかり相手国とやってよねと。これ、もし失敗し

た場合、交渉事ですしいろいろと気づいたら、あれっということが起きた場合に、この責

任の所在というのは、ここの読み方だと、国の事業として何となく穴があるような印象が

あるのですけど、そこはきちっと個別案件については――私、実際に評価委員のヒアリン

グもさせていただいているので、ちゃんと経済産業省さんもフォローしながら、そこをき

ちっと各研に任せっ放しではなくてやっているということが実態だと、私はそう理解して

いるのですけど、ここの表現だと、何となくその辺が若干心配になってきたなということ。 

 あと今度、今までのエネ庁さん、アメリカとの問題であればＣＲＡＤＡですけれども、

ヨーロッパとか欧州の中でも、各国、フランス、そういったところとの知財の関係という

のは、一般的な理解だと、ＥＵというか欧州の知財全体のところとの取り決めもあるでし

ょうけれども、そのルールに従って各国の機関ということで、ある一定の整合性があるよ

うな気もするのですけれども、国が違うと、もしかしたら運用の仕方が変わってくるのか

なと。この辺については、私、別のＮＥＤＯのコファンドについても見させていただいて

いるのですけど、国によって結構、フランスの場合は、知財の扱いについてはかなり介入

してくるところが書かれてあったりする。ところが日本側は、それについてはなかなか手

が出せなかったりと、まさにＣＲＡＤＡに似たような部分があって、ここでは日米の取り

決めに基づきますと書いてあるのであれだけど、では、フランスに対して、あるいはヨー

ロッパに対してはどういうことがあり得るのかなという。もし説明があれば、そちらも入

れておいていただいたほうが、制度としての完成度の評価ですから、何となくそのほうが、

バランスというか全体像がみえていいのかなと思います。 

【事務局】 ＜応答＞ 

ご指摘ありがとうございます。我々も知り得る限りで、今現状わかる範囲でということ

なのですけれども、欧州の場合はＪＲＣ共同研究センター、もちろんそこだけではないと

思うのですけれども、一つ例示として、同じように個別の規定を取り決めるというような

政府間の約束――政府間といいましょうか、国を背景として取り決めを個別の独立行政法

人さんとかに結んでいただいているというような事実はございます。スキームとしては、

個別のプロジェクトごとに知財の扱いをちゃんと決めましょうというような契約を結ん

だ上で共同研究をやりましょうというようなスキームを設けている事業者もございます。 

ただ、我々も、各事業者さんといいましょうか研究機関のほうにも聞かないとわからな

いところはあるのですけれども、例えばフラウンホーファーのようなところとＣＮＲＳの

ところが同じような知財管理をやっているというふうには考えにくいですので、それぞれ
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各事業者さん、例えば産総研さんであるとか東大さんであるとか、いろいろなところで各

共同研究をやるに当たっての契約の知財情報というのはもっていると思いますので、そこ

と海外でやるときに、自分たちが当然不利にならないかということをまず事業者さんのほ

うでご判断をいただくと、共同研究が外国かどうかを問わずに、そこがまず基本姿勢とし

てあるのかなと思っています。 

こちらについては、当然国のお金が入っている事業なので、万が一そこに不備があった

りしますと、当然そこは国としての損害ということにもつながっていきますので、具体的

に何かお困りのことがあれば、我々も当然そこはサポートしますし、ＣＲＡＤＡの件は、

これは当時、産総研さんからご相談があって、日米科技協定のもとにこういう別の規定を

定めることができたという経緯がございますので、個別の事例が出てくれば、それぞれ外

務省さんの力もかりながら対応していかなければいけないというふうに思っております。 

【角南座長】＜発言＞ 

逆に今の話ですと、産総研さんがアメリカの国研と共同研究をする中で、ある意味で障

害ではないのだけれども、将来こういうことがあると困るのでということをお願いする形

でこれができたというのであれば、これも一つの成果ですよね。ですから、そういう考え

方もできるのかなと。新しいことをやるわけですから、そういう仕組みの整理をしていく

というのも非常に重要なアウトカムかなというふうには思いましたけれども、ヨーロッパ

に関してもし補足的な情報があれば、教えていただければいいのかなと思いました。 

 

【府川委員】＜質疑＞ 

それに関連して、今回の幾つかのテーマ、十幾件ありますが、そのテーマごとに、契約

がどういう形で結ばれているかを、特に特許ですけれども、それ以外の特別な問題になり

そうなアイテムもあれば、それも含めて、そういう集計といいますか、実際どういう契約

がされたのかということがわかる資料がほしい。 

 こういう契約は、非常に時間がかかってエネルギーを使うので、各国研など専門の方が

おられるのかもしれませんけれども、非常に研究にとっては妨げになるところもあります。

また、契約が縛られてしまうと共同研究を自由にやれないで成果にも響く場合もあります。

研究者が共同研究をできるだけしやすい形で、しかし権利が確保できないといけないので

大変難しい問題です。そういうことも含めて実態を調べられたらどうかと考えます。また、

経済産業省のほうで、米国とやる場合はこういう契約の形式がひな形としていいですよと、

アメリカ以外のヨーロッパについてはこういう契約をしたらどうですかという、何かひな

形、今もうおもちですか。 

 

【事務局】 ＜応答＞ 

多分こちら、各事業者さん、大学にしても独立行政法人にしましても、それぞれ恐らく

契約の知財部のようなところがあるはずですので、そちらで各組織のひな形というのは何

らかの形でおつくりになっていると考えております。経済産業省では、こういった国際共

同研究事業というもののひな形というものはつくってはいないのですけれども、そこは、

まず一義的に事業者さんの個別の規定を尊重しなければいけないというところがありま

す。 

他方で、もしそういうのがなくて、事業者さんなどの国際共同研究の実施に当たって何

か困るとかそういうご相談があれば、例えばＪＳＴさんなどではジョイントコール、共同

出資・共同助成事業の契約のひな形などをホームページに公開をしておりますので、既に

そういった事例をもっているＪＳＴさんなどのお力もかりながら、そういった契約のひな
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形みたいなものを整備する必要性があれば、事務局としても考えていきたいと思います。 

実際、事業者さんにお伺いをしたいのですけど、何かお困りになったもし事例とかがあ

れば、教えていただければと思います。何かございましたら挙手をしていただければと。 

きょう、この場で何かすぐ思いつくことがないということであれば、各事業者さんによ

って、共同研究契約を結ぶ形でやっているものと、多分相手の設備を借りて試験をさせて

いただくという形態もあると思いますので、その辺のプロジェクトの中身によって濃淡が

あるかと思いますので、実態に合わせて知財の扱いとか契約関係でお困りのことがあれば、

後日教えていただければと思います。 

 

【本藤委員】＜質疑＞ 

私ども、評価書みたいのをつくらなきゃいけないわけですよね。そのときに、いろいろ

とみながら、これはどう書いたらいいかなと思っていたのですが、具体的に申し上げます

と参考資料の２番、多分今回は研究資金制度プログラムで中間評価ということなので、９

ページから説明があるこの項目に従って評価をするということになると思うのですが、ま

ず、それでよろしいでしょうか。参考資料２の９ページのところですね。 

【事務局】 ＜応答＞ 

そうです、おっしゃるとおりです。 

【本藤委員】＜質疑＞ 

１枚めくっていただいて、「中間評価項目５、制度の実施・マネジメント体制等の妥当

性」というところがございます。「以下の点について明確かつ妥当であること。」と並んで

いるのですね。ご説明になかったのではないかなと思ったのでお聞きしたいのが、ポツの

下から３番目の「国民との科学・技術対話の実施などのコミュニケーション活動」という

のがございます。全て何か細々と報告する必要はないのかもしれませんが、やはり国の税

金を使っている観点からすると、代表的な方に、何かこういう場をもっていただいて発表

の場をもっていただくとか、そういう可能性もあるのかなと思ったのですが、そういった

仕組みにはなっているのでしょうか、まずそれをお伺いしたいと思います。 

【事務局】 ＜応答＞ 

後ほど事業者さんにも補足をいただければと思うのですけれども、まず、我々が経済産

業省として例えば実施してきたことと、そこまで厳密にいって経済産業省主催ということ

ではないのですけれども、例えば相手国の研究者の方が来たときに、こちらの在京の大使

館と協力をしてワークショップを開催して、誰でも入れるような形で公開をしたりとか、

あと各事業者さんのほうでも、単純に学会に行って聞いてくるということではなくて、本

事業の成果として中身をご披露いただくとか、うまく技術の成果が出たときにはプレスリ

リースをしていただくとか、そういった形での周知活動といいましょうか、ご報告という

ことはとらせていただいているかと思います。 

 ほかに、何か事業者さんのほうで工夫されている取り組みとかあれば、補足をいただけ

ればありがたいと思います。 

【本藤委員】＜発言＞ 

例えば大学ではオープンキャンパスとか、産総研さんも多分、オープンラボラトリーと

いっていいのですかね、ちょっとわからないですけれども、そういったところで簡単にち

ょっとしたご説明するだけでも違うのかなと思ったのですが、そんな取り組みとかなされ

ていたり、１年目、２年目ということでちょっとまだ時期が早いのかもしれませんけど、

今後そういう可能性も、もしあればご検討いただければなと思います。 

 というのは、この取り組みは国際的にやるということ、あとは将来を見据えて革新的な
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技術ということで、例えば子供たちとかに、私たちはこういうことをやっているのだよと

子供たちに夢を与える。ここに書いているからやれとか、そういうマイナスのネガティブ

な意味ではなくて、むしろポジティブに捉えて、国際的な世界的な研究をしているのだよ、

将来に向けて我々はこんないいことをしようとしているのだよということを子供たちに

伝えるメッセージの一つにもなり得ると思うので、私もよくわかるのですけど、研究者と

しては手間になってしまうのはわかるのですが、そういうことも重要かなと思っています

ので、ちょっとご指摘させていただきました。 

【研究開発実施者】 ＜応答＞ 

どうもありがとうございます。今ご説明いただきました一般的な形での公表というのは、

もちろん積極的に進めさせていただいておりますし、産総研独自のプログラムとしまして

は、今ご指摘のように、産総研自身を例えば産業界にご紹介するようなイベントがござい

ます。こういったものの中では、積極的に成果を発信していると思います。 

 それから、もう一件のほうの青少年といいますか小さなお子様方に対して、これも年に

１回、産総研としての行事としてやっておりますけれども、この中では、具体的にまだこ

れを取り上げた例というのはないのかもしれないなという感じでございますが、ご指摘の

とおり、わかりやすいような形での公表というのは努力をしたいというふうに考えており

ます。ありがとうございました。 

【研究開発実施者】 ＜応答＞ 

東京大学の久保でございます。何点か、クローズな限定的なものはかなり頻繁にやって

おりますけれども、オープンなという意味では、私ども毎年１回、オープンキャンパスを

やっておりますので、その場を使って、いろいろな方がいらっしゃいますので、このプロ

ジェクト事業のことを周知しております。 

 また、日仏あるいは外部からいろいろな訪問される方がいらっしゃいます。例えばつい

最近ですと、ボルドー大学の学長とかが大学に来たときにお寄りいただいて、この事業は

こういうふうにフランスと進めているというご紹介をしたりとか、あるいはその前ですと、

フランスの科学技術イノベーション大臣が東大にいらっしゃったときにも先端研のほう

にお立ち寄りをいただいて、日仏で連携を進めて革新的な太陽電池をつくっているのだと

いうのをご理解いただいたりしたとかいうことで、本事業、ボルドー大であったりとか関

連の機関ではかなり浸透しているというふうに考えております。 

【本藤委員】＜発言＞ 

もしよろしければ、そういった情報も最終的に報告書の中に組み込められるといいのか

なと思いました。 

【角南座長】＜発言＞ 

アウトリーチというか、そういう広報のところも事業概要の――直接、事業の一部とい

うことではないかもしれないですけれども、そういった取り組みも入れておいていただい

たら評価しやすいのかなと。 

 そういえば今思い出したのですけど、アメリカ大使館、エネ庁から一度頼まれて、この

会議に来た科学者と、うちの大学で高校生との環境エネルギー対話をやらせてくれという

のでやったことがありました。多分いろいろなところでそういう、波及効果ではないので

すけれども、そういったものがあるのかなと思うのですけど、事業としてそれを把握して

おくというのは、評価をする以上非常に重要なことなのかなと思いますので、また今後の

事後評価等、いろいろありますので、一度そういう情報も適宜集めておいたほうがいいの

かなと思いました。 
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【池谷委員】＜質疑＞ 

先ほどご説明の中で、資金の流れがいまいちよくわかってないので。経産省さんと事業

者さんが契約されて、海外との関係というのはどのようになっているのか、少しその辺の

運営の仕方を教えていただけると助かります。先ほどの話だと、全然いっていませんねと

いう話だったのですけど。 

【事務局】 ＜応答＞ 

資金の流れとしましては、基本的には国内の研究者さんのみに流れているので、海外に

は流れていないという理解です。 

【池谷委員】＜質疑＞ 

海外の人たちは、どういうメリットがあって結んでいるということになるわけですか。 

【事務局】 ＜応答＞ 

こちらはプロジェクトによってかなり濃淡がございますけれども、研究所の中にそうい

う国際共同のための予算プログラムをもっている海外の研究機関もあるので、そういうと

ころで日本との研究のために技術予算をもらってやっているようなプロジェクトもござ

いますし、例えばＤＯＥ研などはアメリカ政府から予算をもらっているので、その中の活

動費としてやっているところもあって、ここはプロジェクトによって少し濃淡がございま

す。 

【角南座長】＜質疑＞ 

 ちょうどトランプ政権が誕生して、相手方のＤＯＥ予算がどうなるのかというタイミン

グでの採択プロセスというのもあって、日本側はきちっと予算をつけますというふうにな

った場合に、相手側の予算確保はどうなるのですかという。こちらで評価の対象としても

非常にやりにくいプロセスではあるのですけれども、大体の場合は向こうの研究機関が持

ち出す場合もあるし、何とか事業の中で継続していくという、そんな感じですよね。それ

は、ある意味ではそれだけ重要性を向こうは感じてくれているという意味かなとも思って

いますけど。 

【事務局】 ＜応答＞ 

ジョイントコールとして、一緒のタイミングで同じような規模の金額を出すことを条件

に共同研究をやるというプロジェクトもございます。もちろんそのほうが金額という意味

では確かにフェアだというふうに考えることはできるのですけれども、我々が海外のすぐ

れた技術を取り込んで研究開発をもっと加速をさせたいと。逆に、海外の機関からすると

どういうメリットがありますかというのは、いろいろなデバイスを評価することができた

りとか、全くメリットがなければ組む研究機関さんは恐らくないと思いますので、資金の

面というところだけをもってすると、日本側が一方的に出しているというふうにみえなく

はないのですが、決してそうではなくて、こちらのほうで有利なというか、メリットがあ

るので一緒にやらせていただいていると。余りファンディングのところに制約をつけてし

まいますと、そもそも論として相手国の政府がお金をつけてくれるという保障はありませ

んので、そこは余りファンディングの要件を厳しくし過ぎると国際共同研究そのもののス

タートが非常に重くなってしまいますので、状況をみながらやっていく必要があるかなと

いうふうに考えております。 

 

【井上委員】＜質疑＞ 

余り時間がないので、我々のやる仕事を確認しておきたいのですが、ここの資料３の裏

にあります研究開発プログラム（研究資金制度プログラム）、これに従ってやるというこ

とですね。その中の、例えば１番の事業アウトカムというのは、ここに書かれていること
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について評価をするということになるのですか。さっきの５年短縮ということを事業アウ

トカムの評価項目にするのではなく別の評価項目にしたほうが良いのではないかという

ような、そういうコメントを書くということになるのですか。この３億トンとかというの

もありますが、現状としてはこれが事業のアウトカムであるという、そういうので我々が

成果を書くと。 

【事務局】 ＜応答＞ 

現状ではそういうアウトカムであると。コメントの中に、もちろんアウトカムについて

はこういうようにしたほうがいいというようなご意見をいただくのも当然評価の一つで

あるというふうに考えておりますので、そういうコメントをいただいても結構です。 

【井上委員】＜質疑＞ 

あと、事業のアウトプットでもう少し具体的なもの、アウトカムに比べると２番のほう

はもう少し具体的なものかなと。論文数とかそういうのはありますよね。革新的なエネル

ギー技術を１６件というふうに書かれて、ここのところ、この資料をみればいいのですか、

このいただいたスライドの資料。 

【事務局】 ＜応答＞ 

パワーポイントのものの詳細版が資料６でございますので、６のほうをごらんになって

いただいて、ご判断、コメント等をいただければというふうに思っております。 

 あと、必要に応じて、先ほど参考資料ということで例えば個別の事業ごとの論文数、特

許数であったりとか、参考資料の先ほどの補足説明資料の中では、個別の事業において現

状どこまで達成しているかという話も書いてはあるのですけれども、ただ今回は、個別の

事業のご評価ではなくて全体の制度の評価なので、そちらはご参考ということになるかと

思っております。個別の進捗状況についてはご参考という理解をいただければというふう

に思います。 

【井上委員】＜質疑＞ 

そのときに我々、皆さんのアウトプットが革新的であるというところとかがよくわから

ないという気がするのですが、この後、何枚か後です、ここら辺のところです。例えばブ

タノール収率８０％を達成、これがどの程度革新的なのかというのがよくわからないので

すが、そういう資料とかはまとめてどこかに入っているのですか。ここが売りですよとい

うようなのを書いていただけると、我々、そういうのはいい結果が出ているのだというふ

うに思えると思うのですけど。ちょっと我々、何をもって評価していっていいのか、もう

一つ今よくわかってないのですが。 

【角南座長】＜質疑＞ 

一度設定されている事業そのもののアウトカムとかそういうアウトプットについては、

それをあえて変えるとか、どうそこをできるということではないわけですよね。それにつ

いてはこれで評価してくださいと。ただ、補足資料とかそれ以外の参考資料というものは、

きょう、この時点以降にアディショナルに何かを出していただくというプロセスは可能な

のでしょうか。 

【事務局】 ＜応答＞ 

可能でございます。 

【角南座長】＜質疑＞ 

そしたら、そういう中で少し、きょう先生方のいろいろとご意見が出ていますけれども、

評価をするに当たって、少しやりやすいというかわかりやすい形の補足的な資料を後日加

えていただくということで。多少このアウトカムの問題なども、直接この数をどうこうと

いうのは、プロセスとして正しいかどうかは別としてあれだと思うのですけど、補足的な
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資料としてこれを参考にしてくださいみたいな形のものは可能という理解ですかね。 

【事務局】 ＜応答＞ 

おっしゃるとおりです。今、井上先生からもいただいた、どれほど革新的かというよう

なところについては、補足で事業者の方々からもご意見を伺いながら、そちらの資料を追

加的にお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【府川委員】＜質疑＞ 

この資料全体の中で、相手との関係でどういう技術が入手できたとか、ここを共同で開

発しているとか、そういうポイントが余り書かれていないような気がします。このプロジ

ェクトの特徴の一つは、そこの共同開発のところにあります。全体のアウトプットはもち

ろんあるのですが、その点をもうちょっと書いていただけるとわかりやすいかなという気

がしました。 

【事務局】 ＜応答＞ 

承知いたしました。今、府川先生からご指摘いただいた点についても、個別のプロジェ

クトによって、例えばデバイスを試験していただいているとか、一緒にやっている中身が

変わってきますので、その点、少し補足的に資料に追加させていただきます。 

【府川委員】＜発言＞ 

それと一緒に、もし簡単に書くことが可能であれば、知財は契約上どういうふうに落着

しているか。アメリカの場合は出さないということになったら、そういうふうに書いても

らうし、５０・５０になっていますとか、成果でこれから交渉することになっていますと

か、いろいろなことがあると思うのですが、共同研究先ごとに、非常に簡単でいいのです

けれども、知財のところはどういうふうに決着しているかということを書いてもらうと非

常に参考になる。 

 

（５）今後の評価の進め方について 

  事務局から、「資料８ 評価コメント票（評点シート含む）」について説明があり、評価

コメント票の提出期限を平成２９年１２月２２日とすることを確認した。 

また、次回の第２回評価検討会を平成３０年２月までに開催することとした。 

 

（６）閉会 

以上 


